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4
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
き

上
げ
に
伴
い
、
所
得
の
低
い
方
へ

の
負
担
の
配
慮
と
し
て
、
ま
た
、

子
育
て
世
帯
の
家
計
へ
の
負
担
を

減
ら
し
、
消
費
の
下
支
え
を
図
る

た
め
に
、
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措

置
に
よ
る
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
、

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

こ
の
給
付
金
を
受
け
取
る
に
は

平
成
26
年
1
月
1
日
時
点
で
住
民

票
の
あ
る
市
区
町
村
へ
の
申
請
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
支
給
要
件
を

満
た
し
た
方
は
、
申
請
書
に
記
載

さ
れ
た
指
定
口
座
に
入
金
さ
れ
ま

す
。

 

平
成
26
年
1
月
2
日
以
降
に
本

市
に
転
入
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

該
当
の
市
区
町
村
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◇
臨
時
福
祉
給
付
金

〈
支
給
対
象
者
〉

　

平
成
26
年
度
市
町
村
民
税
（
均

　

市
で
は
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

利
用
を
促
進
し
、
地
球
温
暖
化
防

止
の
た
め
、
住
宅
用
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
た
方
に
、
設

置
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
受
付
期
限
＝
平
成
27
年
3
月
6

日
㈮

※

予
算
額
に
達
し
次
第
締
め
切
り

（
先
着
順
）

▼
対
象

①
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
発
電

シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
た
住
宅
（
本

市
内
の
区
域
内
の
住
宅
で
あ
っ
て
、

居
住
部
分
の
面
積
が
2
分
の
1
以

上
で
あ
る
併
用
住
宅
を
含
み
、
賃

貸
住
宅
・
集
合
住
宅
を
除
く
）
に

自
ら
居
住
し
、
本
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

広 報

臨
時
福
祉
給
付
金

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
補
助
金
を
交
付

等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

が
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
課
税
さ

れ
て
い
る
方
の
扶
養
に
入
っ
て
い

る
場
合
や
、
生
活
保
護
制
度
の
被

保
護
者
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

〈
給
付
額
〉

　

１
人
に
つ
き
１
０
，０
０
０
円

※
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

金
、
遺
族
年
金
等
の
受
給
者
や
児

童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当

等
の
受
給
者
は
５
，０
０
０
円
が

加
算
さ
れ
ま
す

〈
申
請
方
法
等
〉

　

市
か
ら
、
支
給
対
象
と
な
る
可

能
性
の
あ
る
方
に
、
案
内
（
申
請

書
類
含
む
）
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
必
要
書
類
を
添
付
し
、
申

請
期
間
内
に
窓
口
へ
直
接
提
出
す

る
か
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
先
＝
社
会
福
祉
課「
臨
時

福
祉
給
付
金
」窓
口・白
里
出
張
所 

※
本
庁
舎
の
社
会
福
祉
課
窓
口
で

は
７
月
の
㈯
・
㈰
・
祝
日
も
受
け

付
け
ま
す
（
9
時
〜
17
時
）

▼
申
請
期
限
＝
平
成
27
年
1
月
5

日
㈪

◇
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

〈
支
給
対
象
者
〉

　

平
成
26
年
1
月
分
の
児
童
手

当
・
特
例
給
付
を
受
給
し
て
い
る

方
で
、
平
成
25
年
中
の
所
得
が
児

童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額
未
満

の
方
が
対
象
で
す
。

〈
対
象
児
童
〉

　

支
給
対
象
者
の
平
成
26
年
1
月

分
の
児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
対

象
と
な
る
児
童
。
た
だ
し
、
次
の

児
童
は
対
象
外
で
す
。

・
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
と
な

る
児
童

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
に

あ
た
る
児
童

〈
給
付
額
〉

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
０
，

０
０
０
円

〈
申
請
方
法
等
〉

　

給
付
金
の
受
給
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
本
市
で
１
月
分
の
児
童

手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
さ
れ
て

い
た
方
へ
、
６
月
下
旬
に
申
請
書

類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

申
請
期
間
内
に
窓
口
へ
直
接
提
出

す
る
か
、
返
信
用
封
筒
に
て
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
先
＝
子
育
て
支
援
課
窓
口

▼
申
請
期
限
＝
平
成
27
年
1
月
5

日
㈪

▼
公
務
員
の
方
の
申
請
受
付

　

公
務
員
の
方
は
所
属
庁
か
ら
児

童
手
当
が
給
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
」
の
申
請
書
等
も
所
属
庁
か
ら

配
布
さ
れ
ま
す
。

　

配
布
さ
れ
た
申
請
書
等
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
子
育
て
支

援
課
窓
口
へ
申
請
期
限
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
請

書
の
書
き
方
で
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
所
属
庁
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◇「
臨
時
福
祉
給
付
金
」、「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」 の
〝
振

り
込
め
詐
欺
〞
や
〝
個
人
情
報
の

詐
取
〞
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

・
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が

Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

・
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支

給
す
る
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の

振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
現
時
点
で
、
市
町
村
や
厚
生
労

働
省
な
ど
が
住
民
の
皆
さ
ん
の
世

帯
構
成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
、

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

□問
（
臨
時
福
祉
給
付
金
に
関
す
る

　
こ
と
は
）

　
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
班
　

　

☎
（70）
０
３
３
０

　
（
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

　
金
に
関
す
る
こ
と
は
）

　
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
班

　

☎
（70）
０
３
３
１

②
発
電
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
発
電
し

た
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
契
約

を
電
力
会
社
と
の
間
で
締
結
し
、

当
該
契
約
で
定
め
た
電
力
の
供
給

を
開
始
す
る
日
が
平
成
26
年
4
月

１
日
以
降
で
あ
る
こ
と

※

そ
の
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
申
請
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い

▼
申
請
方
法

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置

後
ま
た
は
建
物
の
購
入
後
、
所
定

の
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

載
の
う
え
、
添
付
書
類
と
合
わ
せ

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申
・
□問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

　

☎
（70）
０
３
８
６

　車両の積載物を狙う「車上ねらい」の
被害が多発しています。東金警察署管
内の平成25年中の車上ねらいの発生件
数は307件でした。
　車上ねらいの被害に遭うと、現金など
の経済的な損失はもちろんのこと、運転
免許証や健康保険証などに記載された
個人情報が流出してしまいます。
　これから夏休みを迎え、特に海水浴場
やキャンプ場など行楽地での被害にご
注意ください。

▼短時間でも、車から離れるときは、必
ず鍵を掛け、窓も確実に閉めましょう。

▼財布、携帯電話、運転免許証、健康保
険証などの貴重品は必ず持ち出してくだ
さい。たとえバッグに何も入っていなくて
も、犯人の目にとま
るものを車内に残さ
ないようにしましょ
う。

▼窓ガラスの振動や
不正なドアの開閉に
反応して警報音を発
する警報装置などの

防犯機器を取り付けて、愛車を守りま
しょう。

・万一、被害に遭ってしまった場合は、警
察に通報を！
・キャッシュカードが盗まれた場合は、金
融機関への連絡を忘れずに！

安全安心コーナー

◇相談事例

▼証券会社を名乗る男性から｢東京オリ
ンピックの国際競技場の建設を請け負
う会社が社債を発行する。あなたは限定
で発行される社債を買う権利に抽選で
当った｣と電話があった。お金もないので
「買わない｣と断ると、「それではその権利
を譲ってほしい。わが社で1,000万円の
代金を払う」とのことだった。その後、す
ぐ社債発行会社から｢お金を振り込んで
もらった。証券を送る日を明日の午前中
に連絡する｣との電話があった。証券会
社の男性からは｢お金をわが社が払った
ことは言わないでほしい。証券が届く日
が分かったら連絡してほしい｣と言われ
た。

▼大手証券会社を名乗る者から｢オリン
ピック用地の購入債権の話です｣と言っ
て電話が頻繁にかかってくる。｢オリン
ピックのための用地買収がはじまってい
る｣など長い説明があったが、意味が分
からない。｢興味ない｣と言って電話を
切ったが、翌日も同様の電話があった。
「封筒が届いたら連絡してほしい｣、｢数万
円で買い取る｣など、何度断っても電話が

かかってくる。
◇アドバイス

▼ ｢代わりに買ってくれたら高値で買い取
る｣、｢名義を貸してくれたら謝礼を払う｣
などと持ちかけてくる｢買え買え詐欺(劇
場型勧誘)｣には特に注意が必要です。
電話がかかってきても、相手にせずにす
ぐに電話を切ってください。

▼悪質業者は、今話題となっている出来
事を悪用して近づいてきます。今後、東
京オリンピックに関連した詐欺的トラブ
ルはさらに増えてくると考えられますの
で、十分に注意してください。　

※参考資料　国民生活センター
         http://www.kokusen.go.jp/

《市消費生活相談》
▶相談日時＝祝日を除く毎週㈬・㈮
　　　　　　10時～12時、13時～15時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝☎（70）０３４４
□問地域づくり課市民協働推進班
　☎（70）０３４２

こちら消費生活相談室です！

主婦の店
大網店駐車場
セブンイレブン
季美の森店

ケーヨーデイツー
大網永田店
大網白里市役所

7/2㈬・15㈫14時～15時

7/9㈬14時～15時

7/10㈭・30㈬ 10時～11時

7/3㈭ 10時～11時

白里小学校 7/10㈭ 15時

増穂小学校 7/8㈫ 15時

□問東金警察署
　☎（54）０１１０
　（緊急時は１１０番通報）

●合同防犯パトロール

～東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルに注意！～
　2020年の夏季オリンピックが東京で開催されることが決定し、それに伴う詐欺的な
トラブルが増えています。特に、オリンピックのための建物や土地の取得に関する架空
の儲け話が目立っています。

URL

　「車上ねらい」にご注意を
～確実に施錠し、貴重品は車内に置かない～

●今月の移動交番車開設日

　市では、平成25年度に実施した事業について、事務事業評価
（行政評価）を行っています。
　事務事業評価とは、実施した事業の内容を振り返って評価
を行い、その結果を踏まえて今後の事業の改善を図るという
ものです。
　市ホームページおよび次の公表場所で、評価シートを公表
していますので、各種事業の評価シートを確認のうえ、事業に
対する意見をお聞かせください。

▼対象事業＝平成25年度当初予算編成時の重点事業（50事業）

▼公表場所＝市ホームページ、市役所本庁舎１階行政情報
コーナー、中央公民館受付、中部コミュニティセンター受付、
白里公民館受付

▼意見提出期限＝7月29日㈫

▼対象者＝市内在住・在勤・在学の方および市内事業者等

▼提出方法＝市ホームページまたは公表場所に備えてある様
式に記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
・郵送
・ファクス
・電子メール
・持参＝企画政策課政策推進班（本庁舎２階）、公表場所の施設
受付
※提出いただいた意見等を整理集約したうえで、市の考え方
等と併せて後日、市ホームページにて公表します。
□問〒299-3292 大網白里市大網115-2企画政策課政策推進班
　☎（70）０３１５　FAX （72）８４５４
　　 kikakuseisaku@city.oamishirasato.lg.jp

事務事業評価（行政評価）に関する
パブリックコメントを実施


